
都市計画提案制度について 

 

 住民もしくは民間事業者等が、より主体的かつ積極的に都市計画に関わり、まちづくりを実現

していくため、平成１５年 1 月より都市計画提案制度（法２１条の２）が創設されました。 

本市では、本ガイドラインの運用に併せ、提案制度の事務を明確化することで、住民の目線か

らも都市計画が進むことがわかるようにします。 

事務の主な流れとしては、住民等（民間事業者）から都市計画素案が提案された場合、市関係

部署で検討を行います。その検討内容について、都市計画審議会で意見聴取を行い、計画案の必

要性を判断し、手続きを進めます。（図１） 
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